
看護師・助産師・保健師免許資格申請について 

 

 

 

★入職後、看護師・助産師・保健師免許資格を事務局人事へ提出下さい。 

●今年度国家試験合格者 ･･･ 登録済証明書（写し） 

 ※後日免許証発行後、原本を人事へ提出 

 

●(既 )免 許 証 保 持 者 ・・・有資格免許証(看護師・助産師・保健師)（原本） 

 

提出日・・・２０２６年４月３日（金）～４月１０日（金） 厳守 

 

 

 

今年度国家試験合格者は、速やかに免許申請を行い、必ず登録済証明書の発行を 

お願い致します。 

＊登録済証明書の発行についきましては、別紙参照下さい。 

 

 

【厚生労働省 HP】 

有資格者として業務を行うためには、免許申請を行い、厚生労働省で管理する有資格者の籍簿に 

登録されることが必要です。国家試験合格後、速やかに免許申請を行って下さい。 

※免許申請を行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。 

 免許申請後、登録が完了したか否かについては、登録済証明書で確認して下さい。 

 

 

 

【 問い合わせ先 】 

大阪母子医療センター 事務局 人事グループ 

TEL：0725-56-1220（代） （内線：3275・3276） 

Mail：jinji3268@wch.opho.jp 

 


